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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント基板を供給する第１の供給手段と、
　予め液晶駆動素子が搭載されたタブが接続された液晶ガラス基板を供給する第２の供給
手段と、
　前記第１の供給手段により供給されたプリント基板に異方性導電膜テープを貼付する貼
付手段と、
　前記第２の供給手段により供給されたタブ付き液晶ガラス基板の所定箇所と前記貼付手
段により異方性導電膜テープが貼付されたプリント基板の所定箇所とを位置合せする位置
合せ手段と、
　該位置合せ手段により位置合せされた液晶ガラス基板のタブを、圧着直前に前記プリン
ト基板の異方性導電膜テープに貼り付けて前記プリント基板と圧着する圧着手段と、
　該圧着手段により圧着された前記液晶ガラス基板とプリント基板とを排出する排出手段
と、を具備し、
　前記貼付手段が前記異方性導電膜テープを前記プリント基板に貼付している間に前記第
２の供給手段が前記液晶ガラス基板を供給して、前記第１の供給手段によるプリント基板
の供給、前記貼付手段による異方性導電膜テープの貼付、前記圧着手段による前記タブと
前記プリント基板との圧着、及び前記排出手段による前記液晶ガラス基板とプリント基板
との排出、を１サイクルとし、該１サイクルがその直前の１サイクルにおける前記圧着手
段による圧着が行われるタイミングで開始するよう構成されていることを特徴とする部品
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実装装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部品実装装置に関し、特に液晶ガラス基板に取り付けられたタブ部品に対し
てプリント基板を接続し、液晶パネルを製造するための部品実装装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶パネルの製造工程では、図１２（ａ）に示すように、先ずＯＬＢ（アウター
リーダーボンダ）により液晶セル１０１の外周の４辺に対して液晶駆動用ＩＣが搭載され
たタブ１０２を実装してタブ付きセル１０１Ａを製造し、次いで該タブ付きセル１０１Ａ
のタブ１０２の部分に対して、図１２（ｂ），（ｃ）に示すように、プリント基板１０３
を電気的に接続して液晶パネル１００を製造していた。
【０００３】
　そして、前記タブ付きセル１０１Ａに対してプリント基板１０３を接続する場合には、
タブ１０２の所定位置に予備ハンダされたプリント基板１０３の所定位置を対応させ、こ
の状態で加熱してハンダ１０４を融解してハンダ付けをしていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、近年では、プリント基板１０３およびタブ１０２のリードのピッチが狭
くなり（例えば、０．３ｍｍ）、従来のようなハンダ付けによる電気的接続方法では、隣
接するリード間がショートを起すおそれが生じてきた。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、例えばプリント基板とタブとを電気的に接続する場合にも、
それぞれの所定のリード間で信頼性のある電気的接続が可能な部品実装装置を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の部品実装装置は、プリント基板を供給する第１の
供給手段と、予め液晶駆動素子が搭載されたタブが接続された液晶ガラス基板を供給する
第２の供給手段と、前記第１の供給手段により供給されたプリント基板に異方性導電膜テ
ープを貼付する貼付手段と、前記第２の供給手段により供給されたタブ付き液晶ガラス基
板の所定箇所と前記貼付手段により異方性導電膜テープが貼付されたプリント基板の所定
箇所とを位置合せする位置合せ手段と、該位置合せ手段により位置合せされた液晶ガラス
基板のタブを、圧着直前に前記プリント基板の異方性導電膜テープに貼り付けて前記プリ
ント基板と圧着する圧着手段と、該圧着手段により圧着された前記液晶ガラス基板とプリ
ント基板とを排出する排出手段と、を具備し、前記貼付手段が前記異方性導電膜テープを
前記プリント基板に貼付している間に前記第２の供給手段が前記液晶ガラス基板を供給し
て、前記第１の供給手段によるプリント基板の供給、前記貼付手段による異方性導電膜テ
ープの貼付、前記圧着手段による前記タブと前記プリント基板との圧着、及び前記排出手
段による前記液晶ガラス基板とプリント基板との排出、を１サイクルとし、該１サイクル
がその直前の１サイクルにおける前記圧着手段による圧着が行われるタイミングで開始す
るよう構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、第１の供給手段はプリント基板を供給する。第２の供給手段はタブ付
き液晶ガラス基板を供給する。貼付手段はプリント基板に異方性導電膜テープを貼付する
。位置合せ手段は、第２の供給手段により供給されたタブ付き液晶ガラス基板の所定箇所
と貼付手段により異方性導電膜テープが貼付されたプリント基板の所定箇所とを位置合せ
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する。圧着手段は、位置合せ手段により位置合せされた液晶ガラス基板のタブと異方性導
電膜テープが貼付されたプリント基板とを圧着する。排出手段は、圧着手段により圧着さ
れた前記液晶ガラス基板とプリント基板とを排出する。１サイクルを、プリント基板の供
給、異方性導電膜テープの貼付、タブとプリント基板との圧着、及び液晶ガラス基板とプ
リント基板との排出とし、圧着手段による圧着が行われるタイミングで次の１サイクルを
開始する。
【０００８】
　以上説明したように本発明によれば、プリント基板とタブ付き液晶ガラス基板のタブと
を異方性導電膜テープを介して圧着接続しているので、プリント基板のリードとタブのリ
ードとを電気的に信頼性高く接続することができる。
　また、圧着手段が、液晶ガラス基板のタブを、圧着直前にプリント基板の異方性導電膜
テープに貼りつけて圧着するので、埃の付きやすい異方性導電膜テープ付き液晶ガラス基
板を保管する必要がなく、粉塵対策上極めて有用である。
　また、貼付手段が異方性導電膜テープをプリント基板に貼付している間に第２の供給手
段が液晶ガラス基板を供給して、１サイクルを、プリント基板の供給、異方性導電膜テー
プの貼付、タブとプリント基板との圧着、及び液晶ガラス基板とプリント基板との排出と
し、次の１サイクルを圧着手段による圧着が行われるタイミングで開始するので、部品実
装装置の連続使用が可能となり、装置の待機時間を少なくして、効率良く液晶パネルを製
造できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の部品実装装置の実施形態例を図面に基づいて説明する。なお、既に説明
した部分には同一符号を付し、重複記載を省略する。
【００１０】
　図１は本実施形態例のＡＣＦ圧着装置の外観斜視図であり、図２は同ＡＣＦ圧着装置の
要部分解斜視図である。
【００１１】
　図１に示すように、ＡＣＦ圧着装置Ｍは、台座１の上に次に説明する各部分が取り付け
られ、その各部分が蓋２により覆われている。蓋２の上面にはプリント基板等の位置決め
状況を観察するモニタ３が配置され、該モニタ３の下方には各種操作の入力を行うタッチ
パネル４が配置されている。蓋２の手前前面には装置の内部の観察が可能な窓５が配置さ
れている。
【００１２】
　また、図１および図２に示すように、前記台座１上には、プリント基板１０３を供給す
るパレット供給部１０と、供給されたプリント基板１０３を所定の位置に移動させる基板
移載部２０と、ＡＣＦテープ（異方性導電膜テープ）をプリント基板１０３に貼り付ける
ＡＣＦ貼付部３０と、前工程から供給されるタブ付きセル１０１Ａを圧着装置内部の所定
の位置に供給するセル供給部４０と、ＡＣＦテープが仮貼付されたプリント基板１０３と
タブ付きセル１０１Ａとを本圧着する本圧着部５０等により構成されている。
【００１３】
　このように、第１の供給手段であるパレット供給部１０と、第２の供給手段であるセル
供給部４０と、貼付手段であるＡＣＦ貼付部３０と、圧着手段である本圧着部５０、およ
びＡＣＦ貼付部３０や本圧着部５０における位置合わせ手段が１台の装置として一体に構
成されているので、部品実装装置としての取り扱いが便利である。
【００１４】
　先ず、図３に示すフローチャートに基づいてＡＣＦ圧着装置Ｍの概略動作を説明し、次
いで、図４～図８に示すフローチャートに基づいて各構成部の詳細動作を説明する。
【００１５】
（１）ＡＣＦ圧着装置の概略動作
　図３に示すように、前工程のタブ本圧着装置（図示せず）によりタブ付きセル１０１Ａ
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（図１１（ａ）参照）が製造され、このタブ付きセル１０１ＡがＡＣＦテープ圧着装置Ｍ
に移載される（ステップＳ１）。
【００１６】
　一方、前工程を終了したプリント基板１０３がパレットに載せられた状態で人手により
ＡＣＦ圧着装置Ｍに移載される（ステップＳ２）。プリント基板１０３は基板移載部２０
により１枚ずつ取り出されてＡＣＦ貼付部３０に移されて位置決めが行われ（ステップＳ
３）、ＡＣＦテープの貼付が行われる（ステップＳ４）。
【００１７】
　次にステップＳ５において、前記ステップＳ１が終了したタブ付きセル１０１Ａと、ス
テップＳ４においてＡＣＦテープが貼付されたプリント基板１０３との両者が本圧着部５
０に移動される（ステップＳ５）。そして、アライメント（位置補正）用のカメラ５２，
５３ａ，５３ｂによりプリント基板１０３とタブ付きセル１０１Ａのそれぞれの位置補正
が行われ（ステップＳ６）、本圧着ヘッド５４によりタブ付きセル１０１Ａの一辺のタブ
に対して一括して同時に圧着され、液晶パネル１００が完成される（ステップＳ７）。該
液晶パネル１００がＡＣＦ圧着装置Ｍから外部に移載されて一連の動作が終了する（ステ
ップＳ８）。
【００１８】
（２）各部分の構成および動作
　次に前述の各部分の構成および動作を、図２，図４～図８を参照しつつ詳細に説明する
。
【００１９】
［１］　パレット供給部（図４（ａ））
　パレット供給部１０は、パレットＰに複数（例えば、８枚）のプリント基板１０３が載
置された状態で積み重ねられており、この積層されたパレットＰを人手によりエレベータ
１１に載置する（ステップＳ１１）。エレベータ１１は所定高さまで上昇され（ステップ
Ｓ１２）、パレットＰの４辺に沿って配置された爪１２ａ～１２ｄにより最上位のパレッ
トＰが１枚だけ取り出され（切り出しされ）、レール１３の所定位置に載置される（ステ
ップＳ１３）。このステップＳ１３が終了した後、図４（ｂ）に示す基板移載部２０の処
理が行われ、前述の［ステップＳ１２～基板移載部の処理Ａ～Ｆ］が繰り返された後、パ
レットＰが空になった場合には空パレットが空パレット排出部１４に排出され（ステップ
Ｓ１４）、所定枚数の空パレットが溜まった後、人手により空パレットが取り出される（
ステップＳ１５）。
【００２０】
［２］　基板移載部（図４（ｂ））
　前記ステップＳ１３により切り出された１枚のパレットＰに対して基板移載部２０のア
ーム２１がレール２２に沿って矢印Ｒ1 方向に移動され、アーム２１に備えられた爪２３
が矢印Ｔ1 方向に移動され、パレットＰ上のプリント基板１０３を１枚だけ掴んで取り出
す（ステップＳ２１）。爪２３により掴持された状態のプリント基板１０３はアーム２１
の矢印Ｒ2 方向の移動によりＡＣＦ用のバックアップ（載置台）３１の所定位置に載置さ
れる（ステップＳ２２）。このステップＳ２２が終了した後、図５（ａ）に示すＡＣＦ用
のバックアップ３１の処理が行われる。このバックアップ３１の処理Ｂ～Ｅが終了した後
、ＡＣＦテープが貼付されたプリント基板１０３は本圧着用のバックアップ５１に移し代
えられる（ステップＳ２３）。
【００２１】
［３］　ＡＣＦバックアップ（図５（ａ））
　前記ステップＳ２２によりＡＣＦ用のバックアップ３１に載置された１枚のプリント基
板１０３に対して位置合せ装置（図示せず）により位置決めが行われ（ステップＳ３１）
、位置決めの行われたバックアップ３１は矢印Ｕ2 方向にＡＣＦ貼付位置まで前進される
（ステップＳ３２）。このステップＳ３２が終了した後、図５（ｂ）に示すＡＣＦテープ
の供給処理が行われる。このＡＣＦ供給処理Ｃ～Ｄが終了した後、バックアップ３１は次
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のプリント基板１０３の受取位置まで矢印Ｕ1 方向に後退される（ステップＳ３３）。
【００２２】
［４］　ＡＣＦ供給（図５（ｂ））
　前記ステップＳ３２によりバックアップ３１がＡＣＦテープの貼付位置に前進された状
態で、供給リール３２からＡＣＦテープ３３がチャック３５により引き出される。そして
、カッター３４によりＡＣＦテープ３３がハーフカットされ（ステップＳ４１）、バック
アップ３１上のプリント基板１０３に対してＡＣＦテープ３３がＡＣＦ圧着ヘッド３６に
より熱圧着され（ステップＳ４２）、この熱圧着後に剥離紙が剥離される（ステップＳ４
３）。
【００２３】
［５］　本圧着バックアップおよび本圧着（図６（ａ）、図６（ｂ））
　前記ステップＳ２３において本圧着用のバックアップ５１に載置されたＡＣＦテープ３
３が貼付されたプリント基板１０３は、バックアップ５１上で位置決めが行われ（ステッ
プＳ５１）、基板認識カメラ５２によりプリント基板１０３上のマークが認識され（ステ
ップＳ５２）、本圧着位置まで移動される（ステップＳ５３）。この本圧着位置において
本圧着ヘッド５４により熱圧着が行われ（ステップＳ６１）、熱圧着の終了後、本圧着用
のバックアップ５１は受取位置に移動される（ステップＳ５４）。このようにタブ付きセ
ル１０１Ａのタブ部分とプリント基板１０３とはＡＣＦテープにより熱圧着がされるので
、図９に示すように、タブ１０２のリード１０２ａとプリント基板１０３のリード１０３
ａとで挟持された部分の導電粒子のみが導通性を持つので、隣接するリード１０２ａ間や
リード１０３ａ間がショートを起すことがない。
【００２４】
［６］　セル移載テーブルおよびセル搬送アーム（図７（ａ））
　一方、外部から供給されたタブ付きセル１０１Ａは、セル搬送アーム４１ａによりセル
移載テーブル４２のセル受取位置Ｎに載置され（ステップＳ７１）、次いでセル移載テー
ブル４２によりセル受渡位置Ｑに搬送される（ステップＳ７２）。次いで、セル搬送アー
ム４１ｂ，４１ｃによりセル移載テーブル４２の受渡位置Ｑからセルステージ４３へのタ
ブ付きセル１０１Ａの搬送と、セルステージ４３からセル排出テーブル４４への本圧着済
みの液晶パネル１００の搬送が同時に行われる（ステップＳ８２，ステップＳ８３）。
【００２５】
［７］　セルステージおよびセル排出（図８（ａ），図８（ｂ））
　セルステージ４３は前記ステップＳ８２が終了したタブ付きセル１０１Ａを受取り（ス
テップＳ９１）、タブ付きセル１０１Ａが載置されたセルステージ４３は搬送部４５によ
り矢印Ｄ1 方向の所定位置まで搬送される。この位置でセルステージ４３はＸ，Ｙ，θ方
向に移動され、セル認識カメラ５３ａ，５３ｂによりセルマークを認識しつつ調整が行わ
れ（ステップＳ９２）、本圧着を行う位置が決められる（ステップＳ９３）。本圧着の位
置が決められた後、本圧着ヘッド５４の処理Ｊ～Ｋ（図６（ｂ））が行われ、タブ付きセ
ル１０１ＡとＡＣＦテープ付きのプリント基板１０３が本圧着されて液晶パネル１００（
図１２（ｂ））となり、その液晶パネル１００がセルステージ４３に載せられて矢印Ｄ2 
方向に搬送される。
【００２６】
　そして、セル搬送アーム４１ｂとセル搬送アーム４１ｃとにより、セル移載テーブル４
２の受渡位置Ｑからセルステージ４３へのタブ付きセル１０１Ａの受渡しと、セルステー
ジ４３からセル排出テーブル４４へのセル排出とが同時に行われる（ステップＳ９４（Ｓ
８３））。ステップＳ８３において排出された液晶パネル（セル）１００はセル排出テー
ブル４４で受け取られ（ステップＳ１０１）、人手により取り出される（ステップＳ１０
２）。
【００２７】
　以上に説明したように、１台のＡＣＦ圧着装置（図１参照）において、プリント基板と
タブ付き液晶ガラス基板との供給から、ＡＣＦの貼付、ＡＣＦを介してプリント基板とタ
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ブとの圧着までの全ての工程を実行することができる。
【００２８】
（３）ＡＣＦ圧着装置のパラレル使用
　図１０に示すように、ＡＣＦ圧着装置をパラレルに使用して、効率良く液晶パネルを製
造することが可能である。
【００２９】
　即ち、先ず、タイミングＴ1 で１枚目のプリント基板１０３をパレットＰから供給して
、タイミングＴ2 で供給されたプリント基板１０３にＡＣＦテープ３３の貼付を行う。こ
のＡＣＦテープの貼付を行っている間のタイミングＴ3 で外部から１枚目のセルを供給し
、タイミングＴ4 で１枚目のタブ付きセル１０１Ａをセルステージ４３により本圧着を行
う位置まで搬送する。
【００３０】
　そして、ＡＣＦテープ貼付の終了した１枚目のプリント基板と１枚目のセル１０１Ａと
をタイミングＴ6 で本圧着ヘッド５４により本圧着を行い、このタイミングＴ6 と同時の
タイミングＴ5 で２枚目のプリント基板１０３を供給し、該２枚目のプリント基板１０３
に対してタイミングＴ7 でＡＣＦテープ貼付を行う。
【００３１】
このＡＣＦテープ貼付を行っている間のタイミングＴ8 で２枚目のタブ付きセル１０１Ａ
を供給し、タイミングＴ9 で２枚目のタブ付きセル１０１Ａを搬送すると同時に１枚目の
タブ付きセル１０１Ａを排出する。このタイミングＴ9 の終了時で１サイクル目が終了し
、１枚目のタブ付きセル１０１Ａの１辺へのプリント基板１０３の実装が終了する。
【００３２】
　そして、２枚目のＡＣＦテープ貼付の終了した２枚目のプリント基板１０３と２枚目の
タブ付きセル１０１ＡとをタイミングＴ11で本圧着を行い、このタイミングＴ11と同時タ
イミングＴ10で３枚目のプリント基板１０３を供給しタイミングＴ12でＡＣＦテープ貼付
を行う。このＡＣＦテープ貼付を行っている間のタイミングＴ13で３枚目のタブ付きセル
１０１Ａを供給し、タイミングＴ14で３枚目のタブ付きセル１０１Ａを搬送すると同時に
２枚目のタブ付きセル１０１Ａを排出する。このタイミングＴ14の終了時で２サイクル目
が終了する。
【００３３】
　また、１サイクル目の終了のタイミングＴ10で３枚目のプリント基板１０３が供給され
、タイミングＴ12でＡＣＦテープ貼付が行われ、このタイミングＴ12の間のタイミングＴ
13で３枚目のタブ付きセル１０１Ａの供給が行われ、タイミングＴ14で３枚目のタブ付き
セル１０１Ａが搬送されて、タイミングＴ15で本圧着が行われる。
【００３４】
　また、４枚目のタブ付きセル１０１ＡがタイミングＴ16で供給され、タイミングＴ17で
搬送されると同時に３枚目のタブ付きセル１０１Ａを排出する。このタイミングＴ17の終
了時で３サイクル目が終了する。
【００３５】
　このようにＡＣＦ圧着装置Ｍは、１枚目のプリント基板へのＡＣＦテープ貼付が終了す
れば２枚目のプリント基板へのＡＣＦテープ貼付の準備に着手し、２枚目のプリント基板
へのＡＣＦテープ貼付を行うように、各構成部（例えば、ＡＣＦ貼付部，セル搬送部等）
が無駄に待機している時間が生じないので、タブ付きセルにプリント基板を効率良く実装
することができる。
【００３６】
　つまり、先のプリント基板とタブ付き液晶ガラス基板との組み合せが圧着完了される以
前に、次のプリント基板と異方性導電膜テープが貼付手段で貼付されるようにしたので、
部品実装装置の待機時間を無くすことができ、効率良く液晶パネルを製造することができ
るとともに、本圧着する直前に異方性導電膜テープをセルに貼り付けるため、埃のつきや
すい異方性導電膜テープ付きセルを保管する必要がなく、粉塵対策上極めて有用である。
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【００３７】
（４）ＡＣＦ圧着装置の連続配置
　図１１は４台のＡＣＦ圧着装置を連続配置した場合を示す図である。
【００３８】
　このように配置すれば、１台目のＡＣＦ圧着装置Ｍ1 でタブ付きセル１０１Ａの第１辺
Ｖに１枚目のプリント基板１０３Ａの実装を行い、２台目のＡＣＦ圧着装置Ｍ2 でタブ付
きセル１０１Ａの第２辺Ｗに２枚目のプリント基板１０３Ｂの実装を行い、３台目のＡＣ
Ｆ圧着装置Ｍ3 でタブ付きセル１０１Ａの第３辺Ｘに３枚目のプリント基板１０３Ｃの実
装を行い、４台目のＡＣＦ圧着装置Ｍ4 でタブ付きセル１０１Ａの第４辺Ｙに４枚目のプ
リント基板１０３Ｄの実装を行う。
【００３９】
従って、長方形のタブ付きセル１０１Ａの４辺に対して効率良くプリント基板を実装する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施形態例の外観斜視図である。
【図２】同実施形態例の要部分解斜視図である。
【図３】同実施形態例の概略動作を示すフローチャートである。
【図４】同実施形態例の各部の詳細動作を示すフローチャートであって、（ａ）はパレッ
ト供給部、（ｂ）は基板移載部のフローチャートである。
【図５】同実施形態例の各部の詳細動作を示すフローチャートであって、（ａ）はＡＣＦ
テープバックアップ、（ｂ）はＡＣＦテープ供給のフローチャートである。
【図６】同実施形態例の各部の詳細動作を示すフローチャートであって、（ａ）は本圧着
バックアップ、（ｂ）は本圧着ヘッドのフローチャートである。
【図７】同実施形態例の各部の詳細動作を示すフローチャートであって、（ａ）はセル移
載テーブル、（ｂ）はセル搬送アームのフローチャートである。
【図８】同実施形態例の各部の詳細動作を示すフローチャートであって、（ａ）はセルス
テージ、（ｂ）はセル排出部のフローチャートである。
【図９】ＡＣＦによる導通状況を説明する図である。
【図１０】同実施形態例の動作タイミングを示すタイムチャートである。
【図１１】同実施形態例のＡＣＦ圧着装置を４台連続配置した場合の概念図である。
【図１２】従来のタブ付きセルへのプリント基板の実装を説明する図であって、（ａ）は
タブ付きセルの平面図、（ｂ）はタブ付きセルにプリント基板を実装して完成された液晶
パネルの平面図、（ｃ）は液晶パネルにおけるｃ－ｃ線に沿う断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　Ｍ　ＡＣＦ圧着装置
　１０　パレット供給部
　２０　基板移載部
　３０　ＡＣＦ貼付部
　３３　ＡＣＦテープ（異方性導電膜テープ）
　４０　セル供給部
　５０　本圧着部
　１００　液晶パネル
　１０１　液晶ガラス基板（セル）
　１０１Ａ　タブ付きセル
　１０２　タブ
　１０２ａ　リード
　１０３　プリント基板
　１０３ａ　リード
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